
「ケアハウス さくらの郷」入居案内 

 

 

１．名   称      ケアハウス  さくらの郷 

 

２．所 在 地        新潟県上越市西城町２丁目３－２０ 

              特別養護老人ホームさくら聖母の園併設 ４階、５階 

 

３．施設種別        老人福祉法に基づく老人福祉施設 

 

４．設置主体      社会福祉法人フランシスコ第三会マリア園 

 

５．定   員      １８名（単身者１４名、夫婦２組） 

 

６．サービス       （１）各種の生活相談、助言 

  の内容        （２）食事(１日３食)、入居者に適した食事の提供 

（３）入浴 

               （４）緊急時の対応 

 

７．利 用 料      １人１か月当たりの利用料は入居者の収入(年金・恩給等)に応じて、新潟県軽費老人

ホーム利用料等取扱要綱で定められた額（サービスの提供に要する費用、生活費等の

合算額）となります。なお、生活費には冬期間(１１月～３月)暖房費が加算されます。 

 

８．居住に要する費用 

     これは、家賃相当額です。 

               支払方法は、 

                 １人部屋       月額  １５，９００円 

                 夫婦部屋      月額  ２３，０００円 

              となります。 

 

９．その他の費用   自室の電気料・電話料・上下水道料は、自己負担となります。 

              １． 電気料・電話料・・・使用分  

              ２． 上下水道料 

                 ・１人部屋       月額   ３，０００円 

                 ・夫婦部屋      月額   ３，５００円 

 

 

 

 

 

 

 



 

ケアハウスの利用料について 

 

１人１か月当たりの利用料は、下記のとおり新潟県軽費老人ホーム利用料等取扱要綱で定められた額(サ

ービスの提供に要する費用及び生活費)であり、今後変わることがあります。そのほかに各人が居室において使

用した光熱水費等が必要になります。 

 なお、生活費については、冬期間（１１月～３月）の暖房費として６，２７６円が加算されます。 

 

入居者利用料の額(月額) 

 

(令和 ６ 年 ４ 月 １ 日から適用) 

  

1   1,500,000円以下 10,000 44,652 15,900 70,552

2 1,500,001～1,600,000 13,000 44,652 15,900 73,552

3 1,600,001～1,700,000 16,000 44,652 15,900 76,552

4 1,700,001～1,800,000 19,000 44,652 15,900 79,552

5 1,800,001～1,900,000 22,000 44,652 15,900 82,552

6 1,900,001～2,000,000 25,000 44,652 15,900 85,552

7 2,000,001～2,100,000 30,000 44,652 15,900 90,552

8 2,100,001～2,200,000 35,000 44,652 15,900 95,552

9 2,200,001～2,300,000 40,000 44,652 15,900 100,552

10 2,300,001～2,400,000 45,000 44,652 15,900 105,552

11 2,400,001～2,500,000 50,000 44,652 15,900 110,552

12 2,500,001～2,600,000 57,000 44,652 15,900 117,552

13 2,600,001～2,700,000 64,000 44,652 15,900 124,552

14 2,700,001～2,800,000 71,000 44,652 15,900 131,552

15 2,800,001～2,900,000 78,000 44,652 15,900 138,552

16 2,900,001～3,000,000 85,000 44,652 15,900 145,552

17 3,000,001～3,100,000 89,800 44,652 15,900 150,352

18   3,100,00１円以上 89,800 44,652 15,900 150,352

居住に要する費用 合　　　　計対象収入による階層
サービスの提供
に要する費用 生　活　費

 

 

(注) １． この表における｢対象収入｣とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費 

     を控除した後の収入をいう。 

２． １人部屋の｢居住に要する費用｣は、月額 １５，９００円となります。 

３． 夫婦部屋の｢居住に要する費用｣は、月額 ２３，０００円となります。 


